
平成23年6月現在

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

単位数 698単位 769単位 839単位 910単位 970単位

自 己 負 担 額 ① 730円 804円 877円 951円 1,014円

所得に応じた負担限度額は下記のとおりです。

食費② 居住費③

第4段階 1,870円 2,600円

自己負担額合計（①＋②＋③）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

第1段階 1,850円 1,924円 1,997円 2,071円 2,134円

第2段階 1,940円 2,014円 2,087円 2,161円 2,224円

第3段階 3,020円 3,094円 3,167円 3,241円 3,304円

第4段階 5,200円 5,274円 5,347円 5,421円 5,484円

介護保険の給付対象外料金

項目 利用料金

おやつ等 150円/日

理美容にかかる費用 実費相当額

※単位数は、看護体制加算（4単位）、栄養マネージメント加算（14単位）、精神科医療指導加算（5単位）、サービス提供体制加算（6単位）が含まれ
ております。

日常生活上必要な諸費用
希望により、歯ブラシやちり紙等の日常生活に要する費用で利用者に負担して
いただくことが適当であるものにかかる費用です。

実費相当額

820円

1,640円

対 象 者

820円

第2段階

第3段階

市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方
生活保護を受給されている方

市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円以下の方

ビオラ川崎　ご入居費用ビオラ川崎　ご入居費用ビオラ川崎　ご入居費用ビオラ川崎　ご入居費用

希望により、提携している業者が行う理美容サービスにかかつ費用です。

希望により、コーヒーや紅茶及びおやつにかかる費用です。

内容

上記以外の方

300円

390円

650円
市民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方
市民税課税層における特例減額措置が適用となる方

第1段階

※経済状況の著しい変化、関係省庁の審議の状況、その他やむを得ない事情がある場合には変更することがありますので、ご了承下さい。

特別な室料
希望により、東側・南側に面した日当たりが良く、見晴らしの良い部屋に対する
室料です。

200円/日

教養娯楽費
希望により、レクリエーション、クラブ活動参加費として材料費相当額をご負担
いただきます。

実費相当額


